
令和３年度　随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
農政水産部

（注）※１、※２の説明

1

みらいの農業
振興課

令和３年度「滋賀の食
材」首都圏プロモー
ション業務委託

首都圏での滋賀の食
材メニューフェアの実
施、商談交流の機会
の創出等

令 和 3 年 5 月 10 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 株式会社マイファーム 7,299,490 7,299,490 滋賀の認知度の低い首都圏において、「滋賀の
食材」の認知度向上、消費拡大を図るには、飲食
店等での継続的な食材の利用を促す仕組みづく
りと、そのきっかけとなる首都圏での効果的なＰＲ
イベントの開催を一体的に実施する必要がある。
そのためには、マーケティングや販路開拓、情報
発信等に関する専門的な知識、経験が必要であ
り、民間事業者が持つアイデア、ノウハウ等を企
画提案書等により判断の上、より優れた企画提
案を示した一者と契約する必要があるため競争
入札に適しないことから、プロポーザル方式によ
り契約の相手方を選定したため。

2 4

2

みらいの農業
振興課

６次産業化支援事業
委託

6次産業化に取り組む
農林漁業者への専門
家派遣、異業種連携
による新しいビジネス
モデルをテーマとした
セミナーの開催

令 和 3 年 6 月 3 日 ～ 令 和 4 年 3 月 11 日 株式会社パソナ農援隊 6,592,800 6,592,800 6次産業化を推進するためには、6次産業化に係
る総合的で専門的な知識や高度なノウハウ、経
験等による企画が必要であり、そのような知識と
経験を有する事業者に業務を委託することで事
業効果を発揮すると想定されるため競争入札に
適しないことから、プロポーザル方式により契約
の相手方を選定したため。

2 4

3

みらいの農業
振興課

食べて健康「滋賀の野
菜」消費拡大業務委託

県産野菜の摂取拡大
イベントの開催、県産
野菜等の新しい食べ
方提案、飲食店メ
ニューフェアの開催等

令 和 3 年 6 月 9 日 ～ 令 和 4 年 3 月 22 日 株式会社エフエム滋賀 5,800,000 5,800,000 当該業務は、「健康」をテーマに県産野菜等の新
しい食べ方や魅力を発信することで、野菜摂取や
健康づくりに対する消費者の意識・行動変容を図
り、県産野菜の消費拡大を図るために実施する
ものであり、消費者向けイベントの実施、メニュー
コンテストの実施、飲食事業者等と連携してメ
ニューフェアを展開するものである。
そのためには、民間事業者の専門的なノウハウ
を最大限活かすことが効果的であるため、競争
入札に適しないことから、プロポーザル方式によ
り契約の相手方を選定したため。

2 4

4

みらいの農業
振興課

みんなで応援！「滋賀
の幸」消費促進事業委
託

エシカル消費をテーマ
としたサイトに「滋賀の
幸」特集ページを組
み、コロナ禍で影響を
受けている「滋賀の
幸」の魅力を意識高い
消費者層に発信する。

令 和 3 年 7 月 30 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 ヤフー株式会社 11,000,000 11,000,000 当該事業者は平成23年から、オーガニック、CO2
配慮、復興支援、就労支援など持続可能な社会
につながる独自基準を設けた商品販売を行う
ウェブサイト「エールマーケット」を展開しており、
エシカルという考え方を通して、生産者の取組・
思いにこだわりを持った消費者層に訴求し、継続
的な商品の購入へつなげるシステム、ノウハウ、
実績を持つ事業者は他にないため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場合（性質又は目
的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

当該年度におけ
る決算額（円）
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法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）
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当該年度におけ
る決算額（円）

5

畜産課 物品購入 豚熱防疫対応（防疫資
材）

有限会社アニテック 12,108,800 12,108,800 「家畜伝染病予防法」第16条および第21条による
と殺、死体の処理について、令和2年7月1日付農
林水産大臣公表（令和3年10月1日一部改正）「豚
熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」第7-1（４）
及び２（１）にそれぞれ２４時間以内、７２時間以内
に完了することと定められている。
当該事業者は、過去防疫対応において物資の調
達実績があり、防疫対応に必要な特殊な物資の
在庫を有しており、迅速な物資の調達が可能で
あるため。

5

6

畜産課 豚熱防疫対応委託 豚熱防疫対応 令 和 3 年 10 月 6 日 ～ 令和3年10月11日 滋賀建機株式会社 11,820,893 11,820,893 「家畜伝染病予防法」第16条および第21条による
と殺、死体の処理について、令和2年7月1日付農
林水産大臣公表（令和3年10月1日一部改正）「豚
熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」第7-1（４）
及び２（１）にそれぞれ２４時間以内、７２時間以内
に完了することと定められている。
当該相手方は、県内において、特殊な業務であ
る防疫措置に必要な資材や労力を提供できる事
業者であり、「家畜伝染病発生時における防疫対
応に関する協定書」を締結している一般社団法
人滋賀県建設業協会とも協力関係にあることか
ら、迅速な業務の遂行が可能であるため。

5

7

水産課 令和3年度滋賀県人工
河川管理運用事業委
託

安曇川・姉川人工河川
の運用・管理業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
水産振興協会

31,776,000 31,776,000 天然親魚の放流技術や、放流量・流下ふ化仔魚
数の把握に係る専門知識を有し、施設の効果的
な活用によりアユ資源の安定培養を行える者は
他にいないため。

2 3イ

8

水産課 令和3年度びわ湖の魚
を学ぶ学校給食連携
促進事業委託

学校給食等での湖魚
活用推進に関する業
務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 滋賀県漁業協同組合
連合会

9,900,000 9,900,000 旬の湖魚食材を県内全域の学校へ十分量提供
でき、かつ湖魚に関する最新の情報を給食関係
者へ提供できるものが他にいないため。

2 3イ

9

水産課 しがの漁業担い手ス
テップアップサポート
事業委託

琵琶湖漁業の新規就
業者を募集する研修
制度の運用

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 25 日 滋賀県漁業協同組合
連合会

8,280,000 8,280,000 当連合会は、県全域の漁業者で組織する団体で
あり、本県でも活用する国事業において制度上、
受け入れ機関となりうる唯一の機関であるため。

2 3イ

10

水産課 令和3年度大型ホンモ
ロコ種苗育成事業委
託

大型ホンモロコ種苗の
育成放流業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
水産振興協会

7,850,000 7,850,000 ホンモロコの親魚生産および種苗生産の技術、
効果判定に要する標識作業、放流に関する効率
的で高密度な輸送、迅速かつ適切な防疫対策、
これらに対する熟練した技術を有している者が他
にいないため。

2 3イ

11

耕地課 令和３年度第１号永源
寺ダム管理業務委託

永源寺ダム管理業務 令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 愛知川沿岸土地改良
区

25,025,000 25,025,000 永源寺ダム貯留開始以降、昭和53年の国営管理
の時から、愛知川沿岸土地改良区が受託し、県
管理に移行した昭和58年に管理委託協定を締結
しているため。

2 3イ

令和3年10月6日
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12

耕地課 令和３年度標準積算
システム運用保守管
理業務委託

滋賀県版標準積算シ
ステム運用保守管理
業務

令 和 3 年 4 月 1 日 ～ 令 和 4 年 3 月 31 日 一般社団法人農業農
村整備情報総合セン
ター

6,887,100 6,887,100 本県は従来から農林水産省の定める積算基準
に基づき積算業務を行っている。農林水産省は
平成8年度に一般社団法人農業農村整備情報総
合センターにコンピュータによる積算ソフトウエア
の開発を委託し、平成9年度から「標準積算シス
テム」として運用を開始した。この「標準積算シス
テム」を継続して適正に使用するため、農林水産
省から当システムの使用許諾を受け、保守管理
ができる唯一の機関が当該法人であるため。

2 3イ

13

農村振興課 令和３年度第１号滋賀
地区ため池調査点検
支援業務委託

ため池調査点検支援
業務

令 和 3 年 5 月 27 日 ～ 令 和 4 年 3 月 18 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

9,196,000 9,196,000 本業務では、防災重点ため池の現地調査・点検
や管理状況を確認、その結果を踏まえた施設管
理者への指導や研修の開催、データベースの整
備を行うものであり、ため池に関するデータシス
テムを有するとともに、県内のため池の状況や防
災対策手法等を熟知し関係市町との調整力を有
している必要がある。
当該団体は、これまで県が調査してきた各種ため
池のデータを管理する「ため池防災支援システ
ム」を有するとともに、市町との深い信頼関係を
有し、ため池に関する専門技術を有する唯一の
団体であるため。

2 3イ

14

農村振興課 令和３年度第２号滋賀
地区ため池豪雨評価
その２業務委託

豪雨調査および被害
想定区域影響施設調
査業務

令 和 3 年 6 月 9 日 ～ 令 和 4 年 3 月 18 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

9,014,500 9,014,500 本業務は、防災重点ため池を対象に、優先度や
地域の実情、周辺環境を踏まえつつ調査対象を
選定し、ため池所有者等との現地調査を踏まえ
「ため池現況機能チェックシート」を活用した豪雨
に対する機能評価を行うとともに、ため池ハザー
ドマップデータから浸水想定区域内の家屋数等
の把握を行った上で、その結果をため池データ
ベースに入力するものであるが、本業務を遂行
するためには、ため池に関する実情等の各種
データを有するとともに、県内のため池の防災対
策手法等を熟知し関係市町との調整力を有して
いる必要がある。
当該相手方は、これまでから県が調査してきた各
種ため池のデータを管理する「ため池防災支援
システム」と調査に必要な「ため池ハザードマッ
プ」のデータを有するとともに、市町との深い信頼
関係を有し、ため池に関する専門技術を有する
唯一の団体であるため。

2 3イ

15

農村振興課 令和３年度農山村活
性化「しがのふるさと
支え合いプロジェクト」
等支援業務委託

農山村活性化「しがの
ふるさと支え合いプロ
ジェクト」等支援業務

令 和 3 年 6 月 16 日 ～ 令 和 4 年 3 月 15 日 株式会社　パソナ農援
隊

5,165,267 5,165,267 本業務は、中山間地域の現状や都市部の企業・
大学等のニーズを踏まえつつ、プロジェクト拡大
に向けた効果的なＰＲツール作成や登録促進活
動、マッチング等実施するとともに、中山間地域
活性化に貢献する人材育成を行うものである。
これには民間事業者の専門的な企画力・ノウハ
ウを最大限活かすことが効果的であるため、競争
入札に適しないことから、プロポーザル方式によ
り契約の相手方を選定したため。

2 4
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16

大津･南部農
業農村振興事
務所（田園振
興課）

令和３年度　第１１号
大津・南部地区　ため
池劣化状況評価業務
委託

ため池劣化状況評価
業務

令 和 3 年 7 月 20 日 ～ 令 和 4 年 3 月 18 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

11,412,500 11,412,500 ため池の各種情報を集積・管理する「ため池デー
タベース」を所有し、ため池の状況や防災対策手
法を熟知するとともに、地域防災を担う市町との
信頼関係を有する唯一の団体であるため。

2 3イ

17

大津･南部農
業農村振興事
務所（田園振
興課）

令和３年度　第３１号
県営田上地区　換地
処分等委託

換地処分等委託 令 和 3 年 8 月 6 日 ～ 令 和 4 年 3 月 22 日 田上土地改良区 7,190,635 7,190,635 受益者で組織された当該土地改良区のみが適正
な換地事務を実施できるため。

2 3イ

18

湖東農業農村
振興事務所
（田園振興課）

湖東地区　農業用た
め池劣化状況評価業
務委託

業務計画書作成、堤
体変状調査２２箇所、
堤体漏水調査、洪水
吐き変状調査

令 和 3 年 7 月 19 日 ～ 令 和 4 年 3 月 18 日 滋賀県土地改良事業
団体連合会

5,663,900 5,663,900 ため池の各種情報を集積・管理する「ため池デー
タベース」を所有し、ため池の状況や防災対策手
法を熟知するとともに、地域防災を担う市町との
信頼関係を有する唯一の団体であるため。

2 3イ
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